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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

石
岡
歯
科
医
院

渡
辺
歯
科
医
院

北
畠
整
形
外
科
医
院

た
な
ぶ
調
剤
薬
局

成
田
医
院

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ

ッ
グ
十
八
日
町
店

弘
前
市
大
字
松
森
町
七
五

弘
前
市
大
字
茂
森
町
四
二
の
一

黒
石
市
ぐ
み
の
木
一
丁
目
五
〇

む
つ
市
柳
町
一
丁
目
七
の
三
三

つ
が
る
市
木
造
千
代
町
五
二

八
戸
市
大
字
十
八
日
町
二
七

平
成
��･

�･

��

��･

�･

�

��･

�･

��

��･

�･

�

��･

�･

��

��･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

石
岡
歯
科
医
院

弘
前
市
大
字
松
森
町
七
五

平
成
��･

�･

�

平
成
二
十
一
年

八
月
十
四
日

(

金
曜
日)

第
三
千
百
二
十
三
号



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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ク
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局
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市
大
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泉
町
七

五
所
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市
字
錦
町
一
の
一
一
二

平
成
��･
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青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
七
月
二
日
及
び
七
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験

の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
仁
泉

会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
え
が
お
み

ょ
う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
八
の
三

平
成

��

･

�･

�

介

護

予

防

事

業

者

介

護

予

防

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
峰
寿
会

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
三
五
三

の
八

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ゆ
り
の

家

五
所
川
原
市
金
木

町
芦
野
二
〇
〇
の

二
四
二

平
成

��

･

�･

�

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

伊
藤
忠
飼
料
株
式
会
社

石
巻
工
場

石
巻
市
三
河
町
13

昭
産
商
事
株
式

会
社
八
戸
支
店

八
戸
市
卸
セ
ン

タ
ー
１
丁
目
６

の
20

青
森
シ
ャ
モ
ロ
ッ
ク
後
期

21.4
18.5

3.6
0.78

0.53
2.8

4.5
―

―
―

―
―

13.6

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
肉
用
牛
肥
育
用
配
合

飼
料
α
ビ
ー
フ

21.7
13.5

3.8
0.50

0.46
3.3

4.0
―

―
―

75.1
―

13.3

マ
ル
中
印
ほ
乳
期
子
豚
育
成
用

配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
ウ
ィ
ナ
ー
Ⅲ

21.7
19.8

5.5
0.96

0.65
2.0

5.1
―

―
―

81.2
―

12.9

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前

期
用
配
合
飼
料

ヒ
ナ
餌
付
E

21.7
24.6

4.6
0.93

0.74
1.8

5.5
―

―
―

―
3,030

12.1

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
枝

川
鶴
田
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤

石
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

戸
六
溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

蒔
苗

四
郎

三
浦

勉

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
小
幡
字
柳
川
九
九

〃

鶴
田
町
大
字
山
道
字
小
泉
一
二
五

の
三

平
成

��

･

�･

��就
任

��･

�･

��退
任

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

清
野
鈴
次
郎

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
館
前
町
字
小
津
軽

沢
一
二
二

平
成
��･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃理

事

〃〃

長
谷
川
孝
悦

杉
野
森
松
男

原
田

良
明

鎌
田

哲
夫

原
田

善
信

原
田

其
吉

野
呂

長
藏

浅
見

春
樹

原
田

春
美

佐
藤

吉
彌

工
藤

友
満

木
村

俊
一

大
渕

則
昭

原
田

拓
夫

古
川
登
喜
浩

野
呂

米
秋

葛
西

義
直

原
田

裕
次

木
村

巧
公

長
谷
川
孝
悦

杉
野
森
松
男

原
田

良
明

つ
が
る
市
木
造
下
福
原
中
吉
谷
八
六
の
一

〃

森
田
町
床
舞
豊
原
七
九
の
一

〃

木
造
福
原
稲
村
三
九

〃

〃

土
滝
稲
葉
六
五

〃

森
田
町
床
舞
豊
原
七
六
の
一

〃

〃

森
田
月
見
野
二
六
二
の
一

〃

木
造
下
福
原
中
吉
谷
一
一
二

〃

森
田
町
床
舞
豊
原
七
六
の
二

〃

〃

〃

〃

一
の
二

〃

〃

〃

真
鶴
一

〃

〃

大
館
広
ケ
平
三
二
の
一
九

〃

〃

床
舞
豊
原
二
七
の
六

〃

木
造
福
原
妻
元
六
七

〃

〃

〃

徳
永
五

〃

森
田
町
大
館
千
歳
一
二
の
二

〃

木
造
福
原
種
井
一
九
の
三

〃

〃

三
ツ
館
寿
抱
五
一

〃

森
田
町
森
田
月
見
野
二
四
七
の
一

〃

〃

床
舞
豊
原
六
六
の
一

〃

木
造
下
福
原
中
吉
谷
八
六
の
一

〃

森
田
町
床
舞
豊
原
七
九
の
一

〃

木
造
福
原
稲
村
三
九

平
成

��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃



( )

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

以
下

｢

新
規
取
得
講
習｣

と
い
う
。)

を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等

に
関
す
る
規
則(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下｢

講
習
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
新
規
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日

(

月)

か
ら
同
年
十
月
十
五
日

(

木)

ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日

並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

四

受
講
定
員

三
十
人

(

予
定)

五

受
講
対
象
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務

(

以
下

｢

当
該
警
備
業
務｣

と
い
う
。)

の

区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢

合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る

も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢

旧
検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃

鎌
田

哲
夫

原
田

善
信

葛
西

英
範

原
田

其
吉

野
呂

長
藏

原
田

清
則

浅
見

春
樹

原
田

春
美

佐
藤

吉
彌

工
藤

友
満

木
村

俊
一

大
渕

則
昭

野
呂

米
秋

葛
西

義
直

原
田

裕
次

木
村

巧
公

〃

〃

土
滝
稲
葉
六
五

〃

森
田
町
床
舞
豊
原
七
六
の
一

〃

〃

大
館
千
歳
一
一
の
一

〃

〃

森
田
月
見
野
二
六
二
の
一

〃

木
造
下
福
原
中
吉
谷
一
一
二

〃

〃

福
原
筧
六

〃

森
田
町
床
舞
豊
原
七
六
の
二

〃

〃

〃

〃

一
の
二

〃

〃

〃

真
鶴
一

〃

〃

大
館
広
ケ
平
三
二
の
一
九

〃

〃

床
舞
豊
原
二
七
の
六

〃

木
造
福
原
妻
元
六
七

〃

〃

〃

種
井
一
九
の
三

〃

〃

三
ツ
館
寿
抱
五
一

〃

森
田
町
森
田
月
見
野
二
四
七
の
一

〃

〃

床
舞
豊
原
六
六
の
一

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

平
成
二
十
一
年
九
月
七
日

(

月)

か
ら
同
年
九
月
十
一
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(

申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
は
り
付
け
る
こ
と
。)
一
通
に
、
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を

疎
明
す
る
次
の
書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

五
の
１
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等

の
作
成
に
係
る
書
面

(

以
下

｢

警
備
業
務
従
事
証
明
書｣

と
い
う
。)

及
び
履
歴
書

�

五
の
２
に
該
当
す
る
者
は
、
一
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し

�

五
の
３
に
該
当
す
る
者
は
、
二
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

�

五
の
４
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
一
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し

�

五
の
５
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
二
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
四
万
七
千
円
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す
る

こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で

八

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講

習
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下

｢

講
習
規
則｣

と
い

う
。)

第
七
条
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書

(

以
下

｢

資
格
者
証
等｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
当
該
資
格
者
証
等
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
以
外

の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
講
習
。
以
下

｢

追
加
取
得
講
習｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
の
で
、
講
習
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
追
加
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
一
年
十
月
八
日

(

木)

か
ら
同
年
十
月
十
五
日

(

木)

ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日

並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

四

受
講
定
員

四
人

(

予
定)

五

受
講
対
象
者
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( )

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務(

以
下｢

当
該
警
備
業
務｣

と
い
う
。)

の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
か
つ
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三

年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下

｢

検
定
規
則｣
と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。)
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢

合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る

も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢
旧
検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日

(

火)

か
ら
同
年
九
月
十
一
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(

申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
は
り
付
け
る
こ
と
。)

一
通
及
び
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
当
該
警

備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
写
し
に
、
受
講
対
象
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

五
の
１
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等

の
作
成
に
係
る
書
面

(

以
下

｢

警
備
業
務
従
事
証
明
書｣

と
い
う
。)

及
び
履
歴
書

�

五
の
２
に
該
当
す
る
者
は
、
一
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し

�

五
の
３
に
該
当
す
る
者
は
、
二
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

�

五
の
４
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
一
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し

�

五
の
５
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
二
級
検
定(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
二
万
三
千
円
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す
る

こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で

八

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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